


 

 

＜令和３(2021)年度公募における主な変更点等＞ 

 
 
（１）「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」等を踏まえた、競争

的研究費制度の改善 
 ○「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出

可能とする見直し（バイアウト制度の導入）について」（令和２年１０
月９日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）を踏まえ、科
研費においても令和３(2021)年度から研究代表者及び研究分担者の研
究以外の業務の代行に係る経費の支出が可能となります。 

 
 ○「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研

究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」（令和２年２月１２日競
争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）を踏まえ、令和２
(2020)年４月から、科研費により雇用される若手研究者が一定の条件の
下、雇用元の科研費の業務に充てるべき勤務時間において自発的な研究
活動等の実施を可能としています。 

 
（２）「学術変革領域研究（Ａ）」の公募研究の公募について 
 ○令和２(2020)年度に新規採択された領域に係る公募研究の令和３(2021)

年度公募は、令和３(2021)年１月頃に行うことを予定しています。 
 
（３）審査への協力について 
 ○一部の研究者に審査負担が偏ることがないよう、研究者全体で科研費の

審査を支えていくためには、審査委員を引き受けることが研究者の責務
であり、学術研究を支えるためにも重要であることを明記しました。 
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